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暮
ら
し
の
情
報

　

福
岡
県
飯
塚
総
合
庁
舎
の
代
表
電
話

番
号
（
☎
２
３
・
４
１
１
１
）
が
３
月

30
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
ま
す
。
４
月

２
日
か
ら
は
、
ご
用
の
あ
る
事
務
所
の

直
通
電
話
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

【
各
事
務
所
直
通
電
話
】

飯
塚
・
直
方
県
税
事
務
所

　

☎
２
１
・
４
９
０
２
（
課
税
第
一
課
）

　

☎
２
１
・
４
９
２
２
（
収
税
第
二
課
）

嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
（
本
庁
舎
）

　

☎
２
１
・
４
９
１
１
（
総
務
企
画
課
）

飯
塚
農
林
事
務
所

　

☎
２
１
・
４
９
５
１
（
総
務
課
）

飯
塚
県
土
整
備
事
務
所

　

☎
２
１
・
４
９
３
０
（
総
務
課
）

　

☎
２
１
・
４
９
４
５
（
建
築
指
導
課
）

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
飯
塚
支
所

　

☎
２
１
・
４
９
８
１

筑
豊
労
働
者
支
援
事
務
所

　

☎
２
２
・
１
１
４
９
（
労
働
相
談
）

　

☎
２
２
・
１
６
８
１
（
女
性
就
職
支
援
）

筑
豊
県
民
情
報
コ
ー
ナ
ー

　

☎
２
９
・
５
４
５
９

飯
塚
総
合
庁
舎
監
視
室

　

☎
２
１
・
４
９
７
９

　

福
岡
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー
（
飯
塚
ブ
ラ
ン
チ
）
で
は
、
母

子
家
庭
の
お
母
さ
ん
、
父
子
家
庭
の
お
父

さ
ん（
い
ず
れ
も
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
）

を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
、

就
業
支
援
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
就

職
希
望
の
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平
日
の
相
談

　

時　

間　

９
時
～
17
時

　

場　

所　

桂
川
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

日
曜
日
の
相
談

　

時　

間　

９
時
～
16
時

　

場　

所　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
（
春
日
市
原
町
三
ー
一
ー
七
）

問
合
先　

福
岡
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自

立
支
援
セ
ン
タ
ー
（
飯
塚
ブ
ラ
ン
チ
）

　

☎
２
１
・
０
３
９
０

　

平
成
22
年
６
月
16
日
に
ご
存
命
で
日

本
国
籍
を
有
す
る
戦
後
強
制
抑
留
者
の

方
（
同
日
以
降
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
は

相
続
人
）
に
特
別
給
付
金
を
支
給
し
て

い
ま
す
。

　

請
求
の
受
付
は
、
平
成
24
年
３
月
31

日
（
消
印
有
効
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

福
岡
県
飯
塚
総
合
庁
舎
代
表
電
話
の
廃
止

生
活
・
雇
用

母
子
・
父
子
家
庭
の
就
業
支
援

す
。
ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

請
求
・
問
合
先　

独
立
行
政
法
人 

平
和

祈
念
事
業
特
別
基
金

※
平
日
の
９
時
か
ら
18
時
ま
で
受
付

※
土
・
日
・
祝
日
は
休
み
。
た
だ
し
、

３
月
31
日
㈯
は
受
付
し
ま
す
。

　

☎
０
５
７
０
・
０
５
９
・
２
０
４
又
は

　

☎
０
３
・
５
８
６
０
・
２
７
４
８

　

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
高
額

な
外
来
診
療
を
受
け
た
と
き
、
限
度
額

適
用
認
定
証
等
や
被
保
険
者
証
等
を
提

示
す
れ
ば
、
ひ
と
月
の
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
の
支
払
が
一
定
の
金
額
に
と
ど

め
ら
れ
ま
す
。

　

70
歳
未
満
の
方
と
70
歳
以
上
の
非
課

税
世
帯
等
の
方
は
、
事
前
に
医
療
保
険

者
か
ら
限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
交
付

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
ご
加
入
の
医
療
保
険
者
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

飯
塚
税
務
署
で
は
、
個
人
事
業
者
の

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

相
談
会
場
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

期　

間　

４
月
２
日
㈪
ま
で

　

※
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
は
休
み

場　

所　

飯
塚
税
務
署

　
（
飯
塚
市
芳
雄
町
一
三
ー
六　

飯
塚

合
同
庁
舎
２
階
）

問
合
先　

飯
塚
税
務
署

　

☎
２
２
・
６
７
１
０

　

昨
年
４
月
の
森
林
法
改
正
に
よ
り
、

今
年
４
月
以
降
に
森
林
の
土
地
の
所
有

者
と
な
っ
た
方
は
、
市
町
村
長
へ
の
事

後
届
出
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

届
出
対
象
者　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、

売
買
や
相
続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地

を
新
た
に
取
得
し
た
方
は
、
面
積
に

関
わ
ら
ず
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

届
出
期
間　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た

日
か
ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た
土

地
の
あ
る
市
町
村
の
長
に
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他　

詳
し
く
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

桂
川
町
役
場 

産
業
振
興
課

　
　
　
　

☎
６
５
・
１
１
０
６

　
　
　
　

福
岡
県
森
林
保
全
課

　
　
　
　

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
５
４
５

シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
者
の
皆
様
へ

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
皆
様
へ

確
定
申
告
相
談
会
場

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
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